
平成 29年度 佐賀県教育センター 高等学校公民科教育 

研究の実際-1 

２ 研究の実際 

(1) 文献等による研究 

ア 主権者教育の取組の方向性について 

文部科学省は、『主権者教育の推進に関する検討チーム最終まとめ』(1)の中で、今後の主権者教育推

進の取組の方向性について次のように述べています（下線部は本研究による）。 

次期学習指導要領改訂について検討を行う中央教育審議会において、主体的な社会参画に必要

な力を実践的に育む高等学校の新科目「公共（仮称）」の検討を進める。さらに、同審議会で議論

されている「深い学び」「対話的な学び」「主体的な学び」のアクティブ・ラーニングの三つの視点

に立って学び全体を改善することは、先に述べた「社会の中で自立し、他者と連携・協働しなが

ら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる

力を養う」という主権者教育の目的にも資するものであり、その一層の推進を図ることが期待さ

れる。加えて、主権者教育は、主権者として求められる能力を育むだけではなく、地域への愛着や

誇りを持ち、ふるさとに根付く子供たちを育てるなど、地域の振興・創生の観点からも重要であ

る。                                 

 

    主権者教育を行うことで生徒が身に付けるべき資質・能力が分かります。また、地域への愛着や誇り 

を持たせることも重要になります。 

 

イ 高等学校に課された責務について 

    日本学術会議は、「提言『18歳を市民に－市民性の涵養をめざす高等学校公民科の改革－』」(2)の中

で、高等学校が高校生を市民として社会に送り出す責務を担うことについて、次のように述べていま

す（下線部は本研究による）。 

18 歳選挙権の成立によって、高校３年生が有権者となる。18 歳で選挙権を与えるということ

は、18歳になれば、政治に参加する市民として社会の中に位置づけることを意味する。このこと

は、これまでは受験学力の涵養に集中しがちであった高校教育の役割に、再定義を迫るものであ

る。つまり、高校生に政治教育を積極的に施し、彼ら・彼女らが大人の市民へと成熟してゆくこ

とを助ける役割が、高校教育に強く求められるようになる。 

（中略）市民から選ばれた代表者が議会で法律や予算を決定する制度下では、選挙が政治参加

のもっとも重要な手段であることは言うまでもない。市民の一人一人が、政治的な選択に関する

成熟した思考力と判断力をもち、選挙を通じて権力をみずから動かすことで、民主政治はまっと

うに機能するのである。単に政治制度に関する概括的な知識を得るだけではなく、そうした能力

を集中的に育てる基礎として、高校の公民科教育(あるいは地理歴史科教育も加えて)が果たす役

割は重要である。 

 

    主権者教育は高等学校だけで取り組むべきことではないと考えますが、生徒の中に有権者が存する 

点で他の校種とは異なっています。小・中学校での教育を踏まえ、生徒が大人の市民へと成熟する手 

助けをする役割が高等学校に求められています。 
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研究の実際-2 

ウ 新必履修科目「公共（仮称）」で育む資質・能力について 

中央教育審議会の「社会・地理歴史・公民ワーキンググループ」(3)は、次期学習指導要領で設置さ

れる予定の新必履修科目「公共（仮称）」で育む資質・能力について、以下のように目標を整理してい

ます（下線部は本研究による）。 

１ 選択・判断の手掛かりとなる概念や理論、及び倫理、政治、経済等に関わる諸課題に関して

理解するとともに、調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるよ

うにする。 

２ 現代の諸課題について、事実を基に概念等を活用して多面的・多角的に考察したり、解決に

向けて構想したりする力、合意形成や社会参画を視野に入れながら構想したことを議論する力

を養うようにする。 

３ 人間と社会の在り方に関わる課題について、よりよい社会の実現のために主体的に解決しよ

うとする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される人間とし

ての在り方生き方についての自覚、自国を愛しその平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主

権を尊重し各国民が協力し合うことの大切さについての自覚等を深めるようにする。 

 

  この科目で育むべき資質・能力は主権者教育の目的にも資するものでもあるので、次期学習指導要

領が実施される前からこのことを念頭に置いて授業を展開する必要があると考えます。本授業では、

特に下線部を重視しています。 

 

(2) 実態調査 

主権者教育に関する授業を行う前に主権者としての意識についての調査を行いました（資料１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          

 

 

 

 

資料１ 主権者としての意識についての質問紙 

質問紙のダウン

ロードはここを

クリック 

http://www.saga-ed.jp/kenkyu/kenkyu_chousa/h29/15_kou_koumin/documents/6_shitumonshi.pdf
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意識調査の結果は次のとおりです。 

国の政治に「興味がある」「少し興味がある」と答えた生徒は合わせて 15名（39.4%）でした。また、

自分が住んでいる自治体の政治に「興味がある」と答えた生徒は０名で、「少し興味がある」と答えた

生徒は８名（21.1%）でした。一方、選挙権が与えられたら投票に行くと答えた生徒は半数程度という

結果が出ました。「投票に行く」と答えた理由として、「自分の意思を表明したいから」「中学校の公民

の授業を受けて、その時から選挙に行こうと決めている」という意見がありました。しかし、中には

「行かなければならないと思うから」や「行かないよりはいいと思うから」など明確な目的を持って

いないと考えられる理由も見られました（表１）。 

表１ 主権者としての意識についての調査結果 

 

 

  

 

 

 

 

 

(3) 本研究に位置付けた学習活動  

文献研究及び実態調査の結果を基に、本研究では、主権者教育の目的を達成することを念頭に置い

て、前頁の「公共（仮称）」で育む資質・能力のうち特に１と２に示されている力を身に付けられるよ

うに以下のような学習活動を位置付けました。 

 

① 学校所在地の自治体（以下、Ａ市と表記）の政治のうち、「観光」・「交通」・「教育」・「雇用」

の中から興味があるテーマを選択し調査することで地域の問題点を把握する。 

② 把握した地域の問題点を基に、Ａ市を活性化させるための政策を選択したテーマに沿って考

え、学習用ＰＣを活用しながらまとめ、発表する。 

③ Ａ市を活性化させるための政策についてグループで話し合いながら、最も効果的な政策とは

何かを個人で判断し、投票する。 

④ 集約した学級での意見を生徒代表がＡ市の市長に対し直接報告する。その後、市長から頂いた

意見を学級全体に伝え、政策の考え方について理解を深める。 
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(4) 授業実践 

ア 指導と評価の計画（全４時間） 

次程 学習活動 活用する資料等 
評価の観点 

評価規準 
関 思 技 知 

第
一
次
（
１
時
間
扱
い
） 

 

 

 

 

○地方自治に関する「団体自治」

「住民自治」などの重要語句をワ

ークシートに記入する。 

○直接請求に関する図を参考に

住民の権利についてワークシ

ートに記入する。 

 

 

 

 

 

・地方公共団体

の機構図 

 

・直接請求に関

する図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

◎地方自治に関する語句の

意味について理解してい

る。      （ワークシート） 

◎住民が直接地方自治に参

加する制度があることを

理解している。（ワークシート） 

第
二
次
（
１
時
間
扱
い
） 

 

 

 

○Ａ市の現状についての調査を

基に問題点を捉え、考えた活性

化のための政策をワークシー

トに記入する。 

○考えた政策についてのプレゼ

ンテーション資料を学習用Ｐ

Ｃで作成する。 

 

 

・Ａ市の自治体

の現状に関す

る資料 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

◎Ａ市の現状について把握

し、活性化するための政策

を考えようとしている。       

（ワークシート）   

◎必要な情報を収集し、考え

た政策をまとめている。 

（学習用ＰＣ） 

第
三
次
（
１
時
間
扱
い
）
本
時 

 

 

 

○Ａ市を活性化させるための政

策について、考えたことをグル

ープ内で発表する。 

○グループでの意見を代表者が

発表し、学級としてどの政策が最

も効果的であるか投票する。 

 

 

・生徒作成のプ

レゼンテーシ

ョン資料 

・生徒作成のプ

レゼンテーシ

ョン資料 

  

 

● 

 

 

● 

   

 

◎考えた政策について根拠

を基に表現している。 

（ワークシート、発言の内容） 

◎他者との合意形成を図り、

効果的な政策は何か判断

している。    （発言の内容） 

第
四
次 

（
１
時
間
扱
い
） 

 

 

 

○政治についての質問に答え、発

表する。 

 

 

 

○教科書の「選挙権を大切に」の

内容から一票を投じる大切さ

を読み取る。 

 

 

・質問紙 

 

 

 

 

・年代別衆議院

議員総選挙投

票率の推移の

グラフ 

 

 

● 

 

 

 

 

● 

 

    

 

◎自分が住んでいる自治体

の政治に主体的に参画す

る態度が求められている

ことに気付いている。 

（質問紙、発言の内容） 

◎主権者として、責任を持っ

て選挙権を行使すること

の大切さを自覚している。 

（質問紙、発言の内容） 

課

外 

○学級の代表者が直接、Ａ市の市

長に自分たちで考えた政策を

報告する。 

・代表者が作成

した報告書 

     

問い：地方自治の特徴とは何だろうか？ 

単元の基軸となる問い：主権者としての在り方をどう考えるか？ 

問い：Ａ市の問題は何だろうか？ 

問い：Ａ市を活性化させるための政策とは何だろうか？ 

問い：授業を振り返って、地方の政治に対する考えがどのように変わったか？ 
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イ 本時の目標 

・Ａ市を活性化させるための政策を考え、他者と議論する中で最も効果的と思われるものは何かを、

根拠を基に判断し表現できるようにする。                              【思考・判断・表現】 

 

授業の実際 

 学習活動 教師の指導・支援（◆） 

導 

入
（
５
分
） 

                 

 

１ 本時の目標を把握し、議論す

る際のルールを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本時の目標とグループで議論する際の注意事項について確 

認させた。 

 

 

 

 

 

展 
開 

①
（
20
分
） 

  

２ 考えた政策について話し合 

 う。 

①考えた政策についてグループ

内で発表する。聞く側は発表の

内容をワークシートに記入す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②他者の意見について疑問に思

ったことを質問する。 

 

③グループ内で話し合い、最も効

果的と思われる政策を１つに

決める。 

 

④１つに絞った政策の良さや根

拠について話し合う。 

 

 

◆話し合う内容と時間配分について事前に示した。 

◆ワークシートにメモを取りながら話し合うよう伝えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各グループを机間指導して根拠を基に発表できているか確

認した。 

◆根拠を基に政策を１つに絞る話合いができているか確認し

た。 

本時の問い「Ａ市を活性化させるための政策とは何だろうか？」 

 

「Ａ市の現状は～ 

だから、～という 

政策を考えたよ」 

 

グループの人が考

えた政策を理由も

含めて、生徒がメモ

をした。 
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 学習活動 教師の指導・支援 

展 

開 

②
（
20
分
） 

                 

 

３ グループ内で１つに絞った

政策についてグループの代表

者が学級全体に発表する。 

 

４ 聞く側は発表の内容をワー

クシートに記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆グループの話合いで出た内容についても言及するよう指導

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各グループの発表ごとに内容が深まるよう助言を行った。 

ま
と
め
（
５
分
） 

  

 

５ 各グループの発表の内容を

踏まえ、最も効果的と思う政策

に学習用ＰＣを活用して投票

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆根拠が明確であるものを選ぶよう指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

◆投票結果は次時に公表することを伝えた。 

◆本時は個人の考えをグループで共有し、グループの考えを

学級で共有したが、次時は個人での振り返りを行うことを

伝えた。 

 

学習用ＰＣで作成

した資料を電子黒

板に投影した。 

 

「Ａ市の活性化に

つながる政策はど

れかな？」 

●【思考・判断・表現】の評価･･･（ワークシート、発言の内容） 

（Ｂ）「おおむね満足できる」と評価される目安 

 自分の意見を発表し、他者と議論する中で最も効果的な政策を判断している。 

（Ａ）「十分満足できる」と評価される目安 

（Ｂ）に加えて、政策を選ぶ際の視点を踏まえ根拠を明確にして判断している。 

（Ｃ）「努力を要する」の場合の支援 

自分の生活と関連付けて考えるよう促す。 

 

メモした内容は、投

票する際の判断材

料にする。 
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ウ 授業後の取組 

  主権者教育で重要なことは「現実感」であると考えます。時間をかけて考えた政策を授業だけで完

結させてしまうと生徒の主権者としての意欲が損なわれる可能性があるので、考えた政策を生徒代表

がＡ市の市長に報告し、指導・助言をもらうことを計画し、実行しました（資料２、表２）。 

                                                表２ 生徒が考えたＡ市を活性化させるための政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     資料２ 市長への報告会の様子 

 

 

                       

資料２の写真は生徒代表２名が市長に対し、自分たちで考えた政策の報告を行っている様子です。

市長は生徒が考えた８つの政策一つ一つについて、実現可能性を含めて回答されました。そして、「今

日報告を受けた政策は、政策ではなく夢や希望という段階です。本当の政策とは限られた予算や人員

のなかで、既存の施設や人材をどのように活用するか、と知恵を絞ることです」と述べられました。

市長の指導・助言により、生徒は政治を身近に感じ、考え方も今後、更に現実的になっていくと思い

ます。 

 

(5)  授業実践における手立ての有効性についての考察  

   Ａ市を活性化させるための政策を考え、他者との合意形成を図る過程で必要な能力は、「思考力・判

断力・表現力」や「コミュニケーション能力」等であると考えます。このような能力は生徒の社会に

参画する態度を育成する上で欠かすことができません。 

そこで、第四次の授業で第三次までの授業を振り返り、生徒自身の授業に対する意識や態度につい

て調査しました。表３は事後調査の結果です。 

表３ 事後調査の結果 
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研究の実際-8 

事後調査では、「政策を考える際、資料の分析を行うなど真剣に取組むことができましたか？」とい

う質問に対し 28名（73.6%）の生徒が「できた」と回答し、「できなかった」と答えた生徒はいません

でした。また、「他の生徒の発表の内容を正しく理解できましたか？」という質問には、29名（76.3%）

の生徒が「できた」回答しています。さらに「最も効果的と思う政策を選ぶ際、根拠を基に判断でき

ましたか？」という質問には、26名（68.4%）の生徒が「できた」と回答しています。このことから他

者の意見に耳を傾けその内容を理解し、政策を選ぶ際の判断材料にしていることを読み取ることがで

きます。一方で、「グループ協議の際、自分の意見を根拠を基に伝えることができましたか？」という

質問には、「できた」と答えた生徒が半数に満たなかったことから、自分の意見を表現することが苦手

な生徒が多いことが考えられます。市報や市のホームページ、家族や地域住民への聞き取りなどの調

査の時間やプレゼンテーションのリハーサルの時間を与えることができたら結果は変わっていたか

も知れません。 

次に、生徒が８つの政策案（前頁表２）の中から１つの政策を選んだ際の理由の例を示します。 

  抽出生徒Ａ 

 

 

 

 

 

資料３ 抽出生徒Ａの記述 

抽出生徒Ａは、Ｃ班が発表した「通学路に広い歩道があったら・・・」を最も効果的な政策として

選択しました。投票前に政策を選ぶ際の視点を生徒に示しましたが、「交通環境を改善し、安心して過

ごせるようにすることがＡ市の活性化につながる」という発表の内容と資料３の下線部にある記述か

ら、既習内容を踏まえて現実社会の状況に応じた効果的な政策を判断していることが分かります。 

このような生徒はまだ少数ではありますが、本実践で取り入れた手立てを継続していくことで、社

会に参画しようとする態度の育成につながっていくと考えます。 

 

(6)  実態調査の結果を基にした手立ての有効性についての考察                

本研究では、自分が                  

住んでいる自治体の政 

治に興味がある（少し 

あるを含む）と答えた 

生徒が学級全体の 25％ 

にも満たないという事 

前調査の結果を踏まえ、 

地方の政治に興味を持 

たせ、主体的に参画す 

る力を養うことができ                図１ 

るような手立てを取りました。図１は、自分が住んでいる自治体の政治に対する授業前後の生徒の考

え方の変容を表しています。事前と事後を比較すると「興味がある」と「少し興味がある」を合わせ 
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た生徒が８名（21.0%）から 20名（52.6%）に増えました。 

次に授業前後で考え方が変わった、また変わらなかった理由の例を示します（資料４、資料５）。 

  抽出生徒Ｂ・・・「少し興味がある」⇒「興味がある」 

 
資料４ 抽出生徒Ｂの記述 

抽出生徒Ｂは、事前調査の同項目で「自分が住んでいるところだから」という理由を記述していま

したが、学びを進める中で、資料４の下線部にあるように、自分が住んでいる自治体への理解を深め

ることの重要性に気付くようになりました。 

  抽出生徒Ｃ・・・「興味がない」⇒「興味がない」 

 

資料５ 抽出生徒Ｃの記述 

抽出生徒Ｃの事前調査での同項目は無記入で、授業後も資料５にあるように、自分が住んでいる自

治体の政治に対して興味・関心を持たせることができませんでした。第一次の授業で、政治と自分の

生活が密接に関係していることに気付かせる必要性を感じました。 

    

次に選挙権の行使についての調査結果を示します（図２）。 

   授業の前後を比較し                 

  て「投票に行かない」 

と答えた生徒はいなく 

なりました。数字上大 

きな変化は見られませ 

んが、授業の前後とも 

に「投票に行く」と答 

えた生徒の理由に変化 

が見られました。その 

変化の例を次に示しま                 

す（次頁資料６）。                  図２ 
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抽出生徒Ｄ・・・「投票に行く」⇒「投票に行く」 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

資料６ 抽出生徒Ｄの記述 

 

抽出生徒Ｄは、授業の前後で同項目に対し、いずれも「投票に行く」と答えていますが、その理由

について、明確な目的がないまま義務的に行くという考えから、資料６の下線部のように、主権者と

して目的を持って政治に積極的に関わろうとする考えに変わったことが分かります。 

今回の研究を行うに当たって重要視したことは、他人任せにせず主体的に政治に参画していく態度 

  を養うことです。38名全員の意識を変えることはできませんでしたが、資料７の下線部のように記述

した生徒も見受けられ、本研究の目的に近づくことができたように思います。 

 

 

 

 

 

 

資料７ 抽出生徒Ｅの記述 
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